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大都市制度についての中間報告（素案） 
 
Ⅰ．大都市等をめぐる現状と課題 
 
（我が国における大都市等の位置付け） 
○ 少子高齢化が進行し、我が国が人口減少社会となったことは否定できな

い事実。このことを前提にして、これからの我が国のあり方を真剣に考え

ていくことが必要。 
 
○ 人口減少下にあっても、経済を持続可能なものとし、国民が全国で安心

して快適な暮らしを営んでいけるような国づくりが必要。 
 
○ このためには、国民の暮らしを支え、経済をけん引していくのにふさわ

しい核となる都市やその圏域を戦略的に形成していくことが必要。 
 
○ このような人口減少社会に入った我が国において、三大都市圏の人口の

比重は再び高まっていく見込み。 
 
○ 三大都市圏や地方の中枢都市を核とする圏域は、経済の成熟化、グロー

バル化の進展など、構造的な転換期を迎える中で、引き続き我が国の経済

をけん引する役割を果たすことが必要。 
 
（大都市圏の抱える課題） 
○ 大都市圏、とりわけ三大都市圏は、これまで地方圏に比べて高齢化の進

行が緩やかであったが、団塊の世代を中心に今後急速に高齢化が進行。こ

れまで地方圏がその高齢化の進行に応じて徐々に対応してきた行政課題に

ついて、大都市圏、とりわけ三大都市圏においては今後極めて短期間のう

ちに対策を講じることが必要。 
 
○ 高齢者医療、介護や生活保護などの行政需要が急増することへの対応や、

具体的には独居老人や老老介護の問題など、家族やコミュニティの機能の

低下への対応も必要。 
 
○ 一方で、人口減少に歯止めを掛けるためには、出生率を回復することが

必要となるが、大都市圏には若い世代が比較的多いことを踏まえると、大

都市は少子化対策においても果たすべき役割大。 
 
○ 高度経済成長期に整備した社会資本が一斉に更新時期にきており、これ
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までと同様の社会資本を維持し続けるのかどうかなど、社会資本整備のあ

り方の見直しも課題。 
 
○ 東日本大震災を教訓として、人口・産業が集中している大都市圏におい

ては、大規模災害時における住民の避難のあり方、生活機能や経済機能の

維持等への対策を講じていくことも課題。 
 
○ 三大都市圏のように通勤、通学、経済活動等の範囲が、行政区域をはる

かに超えている大都市圏においては、大都市圏域を前提とした行政サービ

スの提供やその調整などが必要。 
 
（地方の中枢都市圏の抱える課題） 
○ 地方の中枢都市を核とする圏域は、三大都市圏に先行して、すでに高齢

化や人口減少といった課題に直面。地域住民が快適で安心して暮らせる都

市環境を確保するとともに、大都市圏からも人の流れを作るため、地域を

支える拠点の構築が課題。 
 
○ このためには、地方の中枢都市を核に、都市機能、生活機能を確保する

とともに、都市構造の集約化を図っていくことが必要。 
 
（地方自治制度の改革による対応） 
○ 以上のような課題に対しては、規制等に係る個別法の見直しや、重点的

な社会資本整備など様々な対策を国として戦略的に実施することが必要。

また、これと並んで、昭和３１年に指定都市制度が創設されてから基本的

には枠組みが変更されていない大都市等に関する制度や昭和１８年に東京

に適用され、その他の地域には適用されていない都区制度について、その

あり方を議論することが必要な時期が到来。 
 
○ このような中、新たな大都市制度や、現行の指定都市、中核市、特例市、

特別区に係る制度の見直しについて、各方面から様々な提案が行われてい

る状況。 
 
○ この際、大都市における効果的・効率的な行政体制の整備や住民の意思

がより適切に行政に反映される仕組みづくりについて、地方自治制度の改

革によって対応すべき点を検証し、その解決方策を示すことが必要。 
 
Ⅱ．現行制度の見直し 
 
１．指定都市制度 
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（１）指定都市制度の現状 
 
○ 指定都市は、地方自治法制定時に制度上存在したが実際には適用されな

かった特別市に代わる制度として、昭和３１年に創設。以来、現在に至る

まで、５０年以上にわたり基本的には制度を変更せず。 
 
（効果的・効率的な行政体制の整備） 
○ この間の都道府県の指定都市の実際の行政運営の中で、いわゆる「二重

行政」の問題が顕在化。 
 
○ 大都市における効果的・効率的な行政体制の整備のためには、この「二

重行政」の解消を図ることが必要。もとより「二重行政」は、必ずしも指

定都市と都道府県の間に固有の課題ではないが、指定都市の規模能力が高

く、都道府県庁所在地であることも多いこと等から、特に指定都市と都道

府県の間で深刻化。 
 
○ 「二重行政」を解消するためには、指定都市の存する区域においては、

できる限り同種の事務を処理する主体を一元化すること、事務処理に際し

ての指定都市と都道府県の間の調整のあり方を検討することが必要。 
 
（住民意思の的確な反映） 
○ 指定都市においては、市役所の組織が大規模化し、そのカバーするサー

ビスも幅広くなるため、個々の住民と行政との距離は遠くなる傾向。この

ため、住民に身近な行政サービスを適切に提供することや、住民の意思を

行政運営に的確に反映させることが課題。 
 
○ 指定都市においては、住民に身近な行政サービスを住民により近い組織

において提供することや、住民がより積極的に行政に参画しやすい仕組み

を検討することが必要。 
 
○ 特に人口規模が大きい指定都市においては、住民に身近な行政区の役割

を強化し、明確にすることについて検討することが必要。 
 
（２）具体的な方策 
 
①「二重行政」の解消を図るための見直し 
 
（事務移譲及び税財源の配分） 
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○ 指定都市と都道府県との「二重行政」の解消を図るためには、まず、法

定事務を中心に、都道府県が指定都市の存する区域において処理している

事務全般について検討し、指定都市が処理できるものについては、できる

だけ指定都市に移譲し、同種の事務を処理する主体を極力一元化すること

が必要。 
 
○ 都道府県から指定都市に移譲する事務としては、都市計画と農地等の土

地利用の分野や、福祉、医療分野、教育等の対人サービスの分野を中心と

して検討すべき。 
 
○ その際、少なくとも、県費負担教職員の給与負担や、都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針に関する都市計画決定など、地方分権改革推進委

員会第１次勧告によって都道府県から指定都市等へ移譲対象とされたにも

かかわらず移譲されていない事務は移譲することを基本として検討を進め

るべき。 
 
○ 事務の移譲により指定都市に新たに生じる財政負担については、適切な

財政措置を講じる必要があり、県費負担教職員の給与負担等まとまった財

政負担が生じる場合には、税源の配分も含めて財政措置のあり方を検討す

べき。 
 
（指定都市と都道府県の協議会） 
○ これまで言われてきた「二重行政」を解消するためには、このような事

務の移譲及び税財源の配分に加え、指定都市と都道府県が公式に政策を調

整する場を設置することが必要。このため、任意事務を中心に指定都市と

都道府県が同種の事務を処理する場合等に適切に連絡調整を行う協議会を

設置し、協議を行うことを制度化し、公の施設の適正配置や効率的・効果

的な事務処理を図ることを検討すべき。 
 
○ 協議会においては、例えば、都道府県による指定都市の区域内における

公の施設の設置や指定都市と都道府県が処理している同種の事務のうち指

定都市又は都道府県が協議を求めた事項等について協議することとするこ

とを検討すべき。また、例えば、指定都市と都道府県が処理している同種

の事務のうち協議会で定めたものについてお互いに処理状況を報告するこ

ととすることを検討すべき。 
 
○ 協議会の構成員としては、指定都市と都道府県の執行機関・議会が共に

参画することが協議の実効性を高める上で重要。例えば、会長は市長又は

知事とし、委員は、市長又は知事と各議長を充てるほか、その他の議員又
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は職員から選任することを検討すべき。 
 
○ 協議会における協議が調わない事項が生じた場合には、現行制度上、自

治紛争処理委員による調停を利用することが可能。しかしながら、調停は

全ての当事者が受諾することが必要であるため、それでも解決が見込まれ

ない場合を想定した何らかの新しい裁定等の仕組みを設けることを検討す

べき。 
 
②住民自治を強化するための見直し 
 
○ 指定都市、とりわけ人口が非常に多い指定都市において、住民に身近な

行政サービスについては住民により近い単位で提供するとともに、住民が

より積極的に行政に参画しやすい仕組みを構築するため、区の役割を拡充

することを検討すべき。 
 
○ 区の役割を拡充する方法としては、まず、条例で、市の事務の一部を区

が専ら所管する事務と定めることを検討すべき。また、区長が市長から独

立した人事や予算等の権限、例えば、区の職員の任命権、歳入歳出予算の

うち専ら区に関わるものに係る市長への提案権、市長が管理する財産のう

ち専ら区に関わるものの管理権などを持つこととすることを検討すべき。 
 
○ このように、区長に独自の権限を持たせる場合には、現在は一般の職員

のうちから命ずることとされている区長について、例えば副市長並みに、

市長が議会の同意を得て選任する任期４年の特別職とし、任期中の解職や

再任も可能とすることを検討すべき。また、区長を公選とすべきかどうか

についても引き続き検討。 
 
○ また、現在、区には区の事務所の長（区長）、区の選挙管理委員会、区会

計管理者を置くこととされているが、これに加え、現行の教育委員会制度

を前提とする場合には、小中学校の設置管理等をできる限り区で処理でき

るようにする観点から、条例で、区に教育委員会や区単位の市教育委員会

の事務局を置くことを可能にすることを検討すべき。区の教育委員会等は、

小中学校の設置管理など、必ずしも市で一体的に処理する必要がない事務

のうち条例で定めるものを処理することすることを検討すべき。 
 
○ 以上のような区の役割の強化に併せて、区を単位とする住民自治を強化

すべき。特に区単位の議会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議

会議員を構成員とし、一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き、区

長の権限に関する事務の調査や区に係る議案、請願等の審査を行うことと
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することを検討すべき。 
 
２．中核市・特例市制度 
 
（１）中核市・特例市制度の現状 
 
○ 中核市と特例市は、市町村への権限移譲を規模能力に応じて段階的に進

めるため、平成６年と平成１１年に設けられた制度。これまで、住民に身

近な権限を適切に行使するとともに、地域の中心的な都市として地域を支

える役割を果たしてきたものと評価。 
 
○ このうち、特例市については、平成２３年８月に公布された第２次一括

法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律）等により、まちづくりや環境規制の分野におい

て一般市への事務の移譲が進んだことから、特例市特有の事務が著しく減

少。 
 
（２）具体的な方策 
 
①両制度の統合 
 
○ 人口２０万以上であれば保健所を設置することにより中核市となるとい

う形で、中核市・特例市の両制度を統合することにより、一層の事務の移

譲を可能とすることを検討すべき。 
 
②都道府県からの事務移譲 
 
○ 今後、都道府県から中核市・特例市に移譲すべき事務としては、例えば

児童相談所の事務などが考えられるが、中核市・特例市が多種多様である

現状を踏まえると、一定の事務の移譲は法令で行うが、その他については

条例による事務処理特例制度を活用することについて検討すべき。 
 
○ 条例による事務処理特例制度により都道府県から中核市・特例市に事務

の移譲を行う際には、両者間で適切に協議が行われ、事務処理に必要な財

源が適切に措置されることにより、各市の規模・能力や地域の実情に応じ

た事務の移譲が行われるべきもの。 
 
○ しかしながら、移譲事務の内容については都道府県の意向が強く反映さ

れているのではないか、また、事務移譲に伴う財源措置が不十分なのでは
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ないかとの懸念も存在するため、その運用のあり方について、引き続き検

討。 
 
③住民自治の拡充 
 
○ 中核市・特例市においても住民自治の拡充は重要な視点であり、地域自

治区等の仕組みを地域の実情に応じて活用することについて検討すべき。 
 
○ 中核市・特例市の市議会議員の選挙区は、指定都市が区ごととされてい

るのに対して、特に条例で選挙区を設けない限り市域全体。より地域に密

着し、住民との結び付きの深い市議会議員を選出する観点から、選挙区を

設けるべきかどうか、引き続き検討。その際には、選挙区の設定方法をど

のように考えるかといった視点が必要。 
 
④地方の拠点である中核市・特例市の役割の強化 
 
○ 中核市・特例市のうち、地方の拠点である都市については、周辺市町村

と適切な役割分担を行い、圏域全体の連携を進めるため、定住自立圏の考

え方が有効。このような中枢的な都市の担うべき役割とそれに伴う財政措

置について検討すべき。 
 
○ 定住自立圏の中心市と周辺市町村との間の柔軟な連携の仕組みについて、

制度化する方法を基礎自治体についての議論と併せて検討。 
 
３．都区制度 
 
（１）都区制度の現状 
 
○ 特別区は、昭和３９年に福祉事務所の事務、昭和４９年に保健所の事務、

平成１０年に一般廃棄物の収集等の事務が移譲されるなど、累次の都区制

度改革により都から事務が移譲され、平成１０年の改革後は、基礎的な地

方公共団体として、都が一体的に処理することが必要な事務を除き、一般

的に市町村が処理する事務を処理。 
 
○ 都区制度は概ね円滑に運営されているが、平成１０年の改革後も、特別

区への更なる事務移譲について、都区間で議論が行われている状況。 
 
（２）具体的な方策 
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①都から特別区への事務移譲 
 
○ 今後、都から特別区へ更なる事務の移譲について検討する際には、特別

区の区域の再編と関連付ける議論もあるが、特別区の財政力や一部の特別

区の間での共同処理の可能性等を踏まえると、一般的に人口規模のみを捉

えて基準にする必要はないもの。 
 
○ 都から特別区に移譲すべき事務としては、例えば児童相談所の事務など

が考えられるが、専門職を適切に確保する等の観点から小規模な区の間で

は連携するといった工夫を講じつつ、移譲を検討すべき。 
 
○ 特別区の規模が多様であることから、一定の事務の移譲は法令で行うが、

その他についてはそれぞれの事務に必要な規模・能力を踏まえて移譲を進

めることとし、その際には、都とそれぞれの特別区の協議により、条例に

よる事務処理特例制度を活用する方向で検討すべき。 
 
②特別区の区域の見直し 
 
○ 一方、今後の高齢化の進展や公共施設の更新需要の増加など、社会経済

情勢の変化を踏まえると、特別区の区域の見直しについても検討すること

が必要。 
 
③都区協議会 
 
○ 都区財政調整制度等に関する都区協議会における調整について、仮に協

議が調わない事項が生じた場合に備え、現行の自治紛争処理委員による調

停に加え、都道府県と指定都市との間の協議会と同様に裁定の仕組みを設

けることの必要性について引き続き検討。 
 
④住民自治の拡充 
 
○ 特別区の中には人口が相当多い区もあることから、地域自治区等の仕組

みを地域の実情に応じて活用し、住民自治の拡充を図ることについて検討

すべき。 
 
○ また、特別区の区議会議員についても、中核市・特例市の市議会議員と

同様の課題があるため、より地域に密着した区議会議員を選出する観点か

ら、選挙区を設けるべきかどうか、引き続き検討。その際には、選挙区の

設定方法をどのように考えるかといった視点が必要。 
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Ⅲ．新たな大都市制度 
 
１．特別区の他地域への適用 
 
（１）大都市地域特別区設置法の制定 
 
○ 現行の特別区制度は、一般制度ではあるものの、制度創設時には東京都

以外の地域に適用することは想定外。仮に東京都以外の地域に特別区制度

を適用する場合には、人口の集中度合いや経済圏の実情など、社会経済情

勢が現在の東京都の特別区に近い地域、例えば大阪市の存する区域に適用

することが考えられるところ。 
 
○ 本年８月に、議員立法により「大都市地域における特別区の設置に関す

る法律」（以下「大都市地域特別区設置法」という。）が制定され、大阪市

など、東京都以外の人口２００万以上の区域に特別区を設置する場合の手

続が確定。 
 
○ そこで、大都市地域特別区設置法において総務大臣との協議事項とされ

ている事務分担、税源配分及び財政調整を中心に、同法に基づき特別区を

設置する際に留意すべき点を明らかにしておくことが必要。 
 
（２）具体的な留意点 
 
①総括的な留意点 
 
○ 大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置に当たっては、各地域の

判断に委ねられる部分が多いが、いわゆる「二重行政」の排除や行政の効

率化といった住民の期待に応じたものとするよう留意すべき。 
 
○ 長年存在してきた指定都市を特別区に分割することにより、分割される

事務の処理に係る費用や、特別区間や道府県と特別区の間の調整に係る費

用が増大するといった懸念には的確に対応するよう留意すべき。 
 
○ 道府県における特別区の設置によって、国や他の地方自治体の財政に影

響が生じないよう特に留意すべき。 
 
②事務分担 
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○ 事務分担については、指定都市で一体的に処理してきた事務のうち、行

政の一体性及び統一性の確保の観点から基礎自治体の事務でありながら都

が処理することとされているものについては、道府県の事務とすることを

基本とし、専門職員の確保、保険財政の安定等の観点からさらに道府県に

おいて処理すべきものがあるかという点にも留意すべき。 
 
○ 特別区において処理すべき事務については、仮に、道府県の特別区が中

核市並みの事務を処理するとした場合、現在都の特別区が処理していない

事務も処理することとなり、円滑に事務処理を行うことができるかどうか

について特に留意すべき。 
 
○ 特別区を設置しようとする指定都市の区で現に処理している事務を出発

点として、これにどの程度の事務を加えれば特別区を設置したことが意義

あるものと考えることができるのかという観点にも留意すべき。東京都の

特別区においては、長期間にわたり段階的に所掌事務を増加してきたこと

にも留意すべき。 
 
③税源配分及び財政調整 
 
○ 税源配分及び財政調整については、道府県と特別区が分担する事務の規

模に応じて、税財源が適切に配分されることが必要。税源の偏在がある中

で特別区において適切に行政サービスを提供できるよう、税源の配分と道

府県と特別区の間の財政調整の仕組みを適切に組み合わせるとともに、特

別区間で偏在度の大きい税を道府県と特別区の間の財政調整の財源とする

ことが基本。 
 
○ 税源の配分に当たっては、目的税とその使途との関係にも留意すべき。

また、現在指定都市が処理している任意事務についても、道府県と特別区

との間の事務分担に応じた財源上の配慮が必要。 
 
○ 指定都市を特別区に分割した場合、現行制度と同様に、地方交付税の算

定については、特別区を一つの市とみなすことが必要。さらに、道府県と

特別区の事務の分担や税源の配分が一般の道府県と市町村と異なることか

ら、現行の都区合算制度と同様の仕組みによることが基本となることに留

意すべき。 
 
○ 特別区において処理すべき事務が多いほど、また、特別区の規模が小さ

いほど、分割される事務の処理に要する費用が増加するとともに、特別区

の間で行うべき財政調整の規模が大きくなることに留意すべき。 
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○ 特別区が処理すべき事務や特別区の規模によっては、現行の都区財政調

整制度における調整３税以外の何らかの財源を調整財源として活用するこ

とが必要となる場合があることに留意すべき。 
 
④道府県に置かれる特別区の性格 
 
○ 道府県に置かれる特別区は、道府県と特別区の事務分担や税源配分、財

政調整のあり方によっては、平成１０年の地方自治法改正で「基礎的な地

方公共団体」と位置付けられた都の特別区とは性格が異なるものとなる可

能性もあることに留意すべき。 
 
⑤財産処分及び職員の移管 
 
○ 特別区の設置に伴う財産処分及び職員の移管に当たっては、事務の分担

に応じることを基本に検討すべき。その際、市町村合併については、合併

関係市町村の職員が合併市町村の職員としての身分を保有するよう措置す

るとともに、合併市町村が職員の身分取扱いに関して職員のすべてに通じ

て公正に処理しなければならないとされていることとの均衡にも留意すべ

き。 
 
２．特別市（仮称） 
 
（１）特別市（仮称）を検討する意義 
 
○ 特別市（仮称）は、全ての都道府県、市町村の事務を処理することから、

その区域内においてはいわゆる「二重行政」が完全に解消され、今後の大

都市地域における高齢化や社会資本の老朽化に備えた効果的・効率的な行

政体制の整備に資する点で大きな意義。 
 
○ 大規模な都市が日本全体の経済発展を支えるため、一元的な行政権限を

獲得し、政策選択の自由度が高まるという点にも意義。 
 
（２）特別市（仮称）について更に検討すべき課題 
 
○ 一方で、特別市（仮称）については、以下のように更に検討すべき課題

が存在。 
 
○ 一層制の大都市制度である特別市（仮称）について、法人格を有し、公
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選の長、議会を備えた区を設置して実質的に二層制とすることまでは必要

と言い切れないが、現行の指定都市の区と同様のものを設置することでは

不十分であり、少なくとも、過去の特別市制度に公選の区長が存在してい

たように、何らかの住民代表機能を持つ区が必要。 
 
○ 特別市（仮称）は全ての都道府県、市町村の事務を処理するため、例え

ば警察事務についても特別市の区域とそれ以外の区域に分割することとな

るが、その場合、組織犯罪等の広域犯罪への対応に懸念。 
 
○ 特別市（仮称）は全ての道府県税、市町村税を賦課徴収することとなる

ため、周辺自治体に対する都道府県の行政サービスの提供に影響するとい

う懸念。 
 
○ 対象団体として、全ての指定都市を対象とすれば、現在４７の広域自治

体が最大６７に増加する可能性。大都市地域特別区設置法の対象区域と同

様に人口２００万以上とするなど、一定以上の人口の指定都市に限定する

必要。 
 
（３）当面の対応 
 
○ まずは、都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進

め、実質的に特別市（仮称）に近づけることを目指すこととし、特別市（仮

称）という新たな大都市のカテゴリーを創設する場合の様々な課題につい

ては、引き続き検討を進めていく。 
  
３．大都市圏域の調整 
 
○ 三大都市圏においては、社会経済的に一体性のある圏域（例えば通勤・

通学１０％圏）の広がりは、市町村のみならず都道府県の行政区域も超え

ているが、地方ブロックほどの広がりとはなっていないもの。 
 
○ 例えば交通体系の整備や防災対策といった大都市圏域における共通した

行政課題に関する連絡調整や、そのような行政課題に関する大都市圏域全

体の計画策定を行うための協議会等の枠組みを設けるべきかどうかについ

て引き続き検討。 
 
○ どのような行政課題についての調整を行うべきか、九都県市首脳会議や

関西広域連合といった既存の任意の枠組みが果たしている役割との関係を

どうするかといった点についてさらに検討。 
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○ 新たな枠組みを設ける場合には、大都市圏域計画の実効性を担保するた

めに計画内容についての尊重義務を構成団体に課すことや、国との調整を

図るために、必要に応じて、国の関係行政機関に対して、職員の出席及び

説明並びに必要な資料の提出を求めることができるようにすることなどを

検討。 


